
 

 

 

平成 25 年７月 30 日 

各  位 

会 社 名 橋本総業株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 橋本 政昭 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号７５７０） 

問い合せ先 

役職・氏名 執行役員会計グループ長 橋本 和夫 

ＴＥＬ （０３）３６６５－９０１２ 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 

 当社は、平成 25 年７月 30 日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしまし

たので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度の目的 

株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社株式への投資の魅力を向上させ、より多

くの株主様に中長期的に保有していただくことを目的とするものであります。 

 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象となる株主様 

毎年３月 31 日現在の株主名簿に記載された当社株式１単元（100 株）以上を保有されている株

主様を対象といたします。ただし、初回につきましては、平成 25 年９月 30 日現在の株主様を対象

とさせていただきます。（２回目は平成 26 年３月 31 日現在） 

 

（２）株主優待の内容 

保有株式数 株主優待品 

100 株以上 クオカード（1,000 円相当） 

 

（３）送付時期 

毎年１回、６月中旬頃にクオカードを送付いたします。ただし、初回につきましては、平成 25

年 12 月上旬頃に送付いたします。 

 

３．開始時期 

平成 25 年９月 30 日現在の株主名簿に記載された当社株式１単元（100 株）以上を保有されてい

る株主様より開始いたします。 

 

以  上 


